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▲開会 午後３時００分 

○高市議長 それでは、定刻になりましたので、ただ今から平成２６年第４回流山市農

業委員会総会を開会いたします。 

大変気候も良くなってまいりまして、農家にとっては忙しい時期になって参りました

ので、お忙しいところ出席いただきましてありがとうございます。 

ただいまのところ出席委員は１６名中１４名、で定足数に達しておりますので、会議

は成立していることを御報告いたします。 

なお、４番、中村委員、１４番、水代委員から欠席の旨届出がありましたので、御報

告いたします。 

次に、本日の総会の議事録署名委員の指名を行います。 

流山市農業委員会会議規則第１４条第１項に規定する議事録署名委員ですが、

議長から指名させていただくことに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○高市議長 異議なしと認めます。 

９番、中村 敏則委員、１０番、大作委員を指名いたします。 

次に、会議書記の指名を行います。 

本日の会議の書記として、中里事務員を任命いたします。 

次に、本日の総会の議案につきまして、事務局より説明をお願いします。田村次長

補佐。 

◎田村次長補佐 お手元に配布させていただきました議案書の会議目次をご覧くださ

い。 

本日、御審議いただく案件は、議案第１５号の「農地法第３条の規定による許可申

請について」から、議案第２０号の「農業生産法人報告書の提出について」までの６議

案について、御審議いただきたいと存じます。 

また、報告事項といたしましては、報告第９号の「専決処理の報告について」御報

告をさせていただきたいと存じます。 

ご説明は、以上です。 

よろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 ただいまの説明について、何か御質問ございますか。 

（なしの声あり） 

○高市議長 なしと認めます。 

これより議事に入ります。 

 

○高市議長 それでは、議案第１５号「農業委員会事務局職員の任免について」を議題

といたします。 

議案の説明を求めます。田村次長補佐。 

◎田村次長補佐 議案書の１ページを御覧ください。 
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議案第１５号 

農業委員会事務局職員の任免について 

農業委員会等に関する法律第２０条第３項の規定により、農業委員会事務局の職

員を次のとおり任免するものとする。 

平成２６年４月２５日提出 

流山市農業委員会 

本案につきましては、平成２６年３月３１日付けをもちましての退職、並びに、平成２

６年４月１日付けの人事異動によりまして、農業委員会事務局職員の異動があったこ

とから承認を求めるものでございます。 

初めに、転入者及び昇格者でございますが、農業委員会事務局長に福留克志、

産業振興部長と併任でございます。旧所属は、監査委員事務局長でございます。 

次に、農業委員会事務局次長補佐に田村敏一、農業委員会事務局農地係長と兼

任でございまして、係長からの昇格でございます。 

次に、農業委員会事務局副主査に窪田隆、旧所属は生涯学習部生涯学習課青

少年指導センター主査で、定年退職に伴います再任用職員でございます。 

次に、農業委員会事務局事務員に中里友希、新規採用でございます。 

続きまして、議案書の２ページお開きください。 

次に、転出した者ですが、農業委員会事務局長でございました岡田一美、並びに、

農業委員会事務局次長補佐の山口憲彦、以上の２名につきましては、ともに定年退

職でございます。 

また、農業委員会事務局副主査の岡田敏夫につきましては、再任用後の退職でご

ざいます。 

ご説明につきましては、以上です。 

よろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 以上をもって、議案の説明が終わりました。 

本案については、去る４月１日付けの人事異動に伴うものでございます。 

本案について、原案のとおり任免することに御異議ございませんか。 

（なしの声あり） 

○高市議長 異議なしと認めます。 

よって本案は、原案のとおり任免することに決定いたしました。  

暫時休憩いたします。 

（１５時０６分 休憩） 

（異動対象者入室） 

（１５時０８分 再開） 

○高市議長 再開いたします。 
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○高市議長 それでは、このたび農業委員会事務局長に就任された福留事務局長か

ら御挨拶をいただきたいと思います。 

◎福留局長 ただ今、御紹介にあずかりました福留です。御承認いただきまして、大変

ありがとうございます。農地につきましては、農業従事者の高齢化ですとか、担い手不

足ということで、年々、遊休地が増加の傾向にあるわけではございますけども、市の農

業振興施策とですね、連携を取らせていただきながら農地保全に努めて参りたいと

思いますので、皆様方の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 続きまして、田村次長補佐から一言御挨拶をいただきます。 

◎田村次長補佐 それでは、私、引き続き山口前次長補佐の後任といたしまして農地

係長と合わせ次長補佐を行うこととなりました。引き続き皆様の御指導、御鞭撻のほど

よろしくお願いいたします。 

○高市議長 続きまして、窪田副主査から一言御挨拶をいただきます。 

◎窪田福主査 窪田でございます。今年３月をもって定年退職いたしまして、４月１日か

ら再任用ということで、農業委員会のほうに参りました。農業委員会は過去に若干経

験がありますので、皆様の御指導を頂きながら頑張りたいと思いますので、よろしくど

うぞお願いいたします。 

○高市議長 続きまして、中里事務員から一言御挨拶をいただきます。 

◎中里事務員 ４月１日付で新規採用という形でこちらのほうに、臨時職員から引き続

いてまた働かせていただく形になりました。精一杯頑張らせていただきますので、よろ

しくお願いします。 

○高市議長 どうもありがとうございました。 

今後の御活躍を御期待申し上げます。 

暫時休憩いたします。 

（異動対象者退室） 

○高市議長 再開いたします。 

 

○高市議長 それでは、議案第１６号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

議案の説明を求めます。田村次長補佐。 

◎田村次長補佐 議案書の３ページをご覧ください。 

議案第１６号 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第３条の規定による許可申請を次のとおりとする。 

平成２６年４月２５日提出 

流山市農業委員会長 高市 正義 

初めに権利者ですが、流山市西初石２丁目の方で、職業は農業です。申請があり

ました土地は、流山市下花輪の田１筆と畑１筆、面積は２筆で１，４１４㎡です。 
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次に、申請事由ですが、営農意欲の向上を図るため、農地の贈与を行いたいとい

うものです。議案案内図につきましては、１ページです。 

今月の３条許可申請は、以上の１件です。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○高市議長 本案について、担当委員長から現地調査及び審議結果について報告を

求めます。大作委員長。 

◎大作委員長 議案第１６号「農地法第３条の規定による許可申請について」御報告い

たします。 

今月の案件は１件であります。 

本案につきましては、現地調査と権利者及び関係者からのヒアリングを行い審議い

たしました。 

まず、申請地は、流山市クリーンセンターの南側約２００ｍに位置している田１筆、４

９５㎡、畑１筆、９１９㎡、合計で２筆、面積１，４１４㎡であります。 

申請理由でございますが、営農意欲の向上を図るため、妻に贈与するものでござ

います。 

申請地の畑は、耕起済みの状況でございました。 

次に、権利者の営農状況でございますが、耕作面積は、約１ヘクタールで葱、ほう

れん草などを栽培しているということです。 

現在、所有している農地の中には不耕作地はなく、また、今後も申請地を含め引き

続き耕作を続けていきたいということでした。 

以上のことを基に審議したところ、本案については、取得後にすべての農地を耕作

することや、労働力の確保及び農業の効率的利用の確保が図れること、また、農地取

得下限面積を超えていることなどが確認できており、農地法第３条第２項の不許可要

件には該当しないため、全会一致をもって、許可相当という結論に達しました。 

以上でございます。よろしく御審議をお願い申し上げます。 

○高市議長 御苦労さまでした。 

これより、本案に対する質疑に入ります。質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいた

します。 

◆５番（酒巻委員） 権利者と義務者の住所なんですけれども、西初石のほうになって

いますが、これは農業やるためにそちらにいるのか、それとも農業やってる場所は他

にあるのか。それを教えていただきたい。 

◎大作委員長 農業の主な場所は下花輪です。ただ、住まいだけですね、西初石に居

住しているというような状況です。それ以外のことを権利者の方にお伺いしませんでし

たけども、いろいろな経済的な理由とかですね、いろいろな問題があったと思うんで

す。そういうことからですね、西初石のほうに住まいを移して、居宅部分ですけれども、

毎日下花輪のほうに通っているというような状況かと思います。 
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◆５番（酒巻委員） わかりました。通っているんですね。 

◆８番（水野委員） お二人の関係は。 

◎田村次長補佐 権利者と義務者の関係につきましては夫婦で、義務者が夫になりま

す。それで、権利者がその奥さんであります。以上です。 

◆１番（小嶋委員） 年齢は。 

◎田村次長補佐 年齢につきましては、権利者、義務者双方４９歳でございます。 

◆８番（水野委員） じゃあこの農業従事者数の男１女１というのはこの方たちのことなん

ですかね。 

◎田村次長補佐 今回の農業従事者につきましては、権利者、義務者の１名ずつという

こと、耕作日数につきましては１人が兼業、もう１人が農業ということ、年間１６０日ずつ

従事されているということで、申告が出ております。以上です。 

○高市議長 ほかに御質問ございませんか。 

ほかに質問が無いようですので、これより採決を行いたいと思います。 

議案第１６号について原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

挙手、全員であります。よって議案第１６号については、原案のとおり許可すること

に決定いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○高市議長 次に、議案第１７号「農地法第５条の規定による許可申請について（恒久

転用）」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。田村次長補佐。 

◎田村次長補佐 議案書の４ページをお開きください。 

議案第１７号 

農地法第５条の規定による許可申請について（恒久転用） 

農地法第５条の規定による許可申請を次のとおりとする。 

平成２６年４月２５日提出 

流山市農業委員会長 高市 正義 

初めに1番です。権利者は、柏市柏にお住まいの方で、申請がありました土地は、

流山市深井新田の畑、１筆で、面積は４０９㎡です。次に、転用目的につきましては、

太陽光発電設備を設置し、電力会社へ売電を行いたいというものです。議案案内図

につきましては、２ページと３ページです。 

次に、２番ですが、権利者は、流山市宮園に本店を置く法人で、申請がありました

土地は、流山市名都借の畑、４筆で、面積は４，５４９㎡です。次に、転用目的につき

ましては、資材置場用地とするものです。議案案内図につきましては、４ページと５ペ

ージです。 

次に、議案書の５ページをご覧ください。 
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この５ページにあります３番と４番の案件につきましては、権利者が同じ法人による

もので、転用目的も同一の事業となっておりますので、本案の３番と４番につきまして

は、一括してご説明をさせていただきます。初めに、権利者ですが、権利者は、流山

市向小金に本店を置く法人で、申請がありました土地は、３番が流山市前ヶ崎の田、

３筆、１，９１２㎡と畑１筆、９９８㎡。４番の申請地は、流山市前ヶ崎の田、３筆、３，７５４

㎡で、３番と４番の合計面積といたしましては、７筆で、６，６６４㎡です。次に、転用目

的につきましては、太陽光発電設備を設置し、電力会社へ売電を行いたいというもの

です。議案案内図につきましては、６ページと７ページです。 

今月の恒久転用に係る５条許可申請は、以上の４件です。 

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 本案について、担当委員長から現地調査及び審議結果について報告を

求めます。大作委員長。 

◎大作委員長 議案第１７号「農地法第５条の規定による許可申請について」御報告い

たします。 

今月の案件は、恒久転用によるものが４件であります。 

本案については、現地調査と権利者及び関係者からのヒアリングを行っておりま

す。 

はじめに、１番ですが、移転の原因につきましては使用貸借で、転用目的は太陽

光発電設備を設置し、電力会社へ２０年間にわたり売電事業を行うものであります。

次に、申請理由ですが、再生可能エネルギーの対象となる太陽光発電の建設につ

いて検討していたところ、父親から農地を借りることができるようになったため、今回の

申請に至ったというものであります。次に、農地区分ですが、申請地は、流山工業団

地の西約８００ｍに位置し、周囲は住宅等が連たんしている区域内にある農地で、小

集団の生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断いたしました。次に、利

用計画ですが、設置される太陽光発電施設につきましては、太陽電池モジュール７２

枚を架台に設置するもので、１６．５キロワットの出力を得る予定です。なお、隣接農地

への被害防除対策として、申請地には、雑草の繁茂を防ぐため、防草シートを敷き、

雨水は、敷地内に自然浸透処理するとのことです。次に、資金計画についてですが、

設置費及び外構工事費が約６５０万円であります。これを、夫名義の借入金約６１２万

円と、夫名義の自己資金で賄う計画で、融資先からは融資証明及び金融機関発行

の残高証明書が添付されておりました。また、夫の資金を利用するに当たり、承諾書

が添付されております。次に、他法令については、電力の売電に伴う国と電力会社と

の協議につきまして、経済産業省関東経済産業局からは設備認定通知書が発行さ

れております。また、電力会社とは接続協議がなされております。 

次に、２番ですが、移転の原因は売買で、転用目的は資材置場を設置しようとする

ものです。権利者は、流山市宮園に本店を置く株式会社で、平成４年に設立されて
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います。事業内容は、不動産の売買、土木、建築工事の設計、請負施工等で、ここ３

年間の年商は１１億円から１３億５千万円で推移しているということです。申請理由に

ついては、平成２５年２月に確保した流山市上新宿の資材置場が既に手狭であり、今

後さらに開発が見込まれる木地区、柏、松戸市における拠点として、資材置場の確保

が必要不可欠なことから申請がなされたものであります。次に、申請地の農地区分に

ついてですが、申請地は、ＪＲ南柏駅の北西約１．３ｋｍに位置しており、周囲は、住宅

等が連たんしている生産性の低い農地であることから、第２種農地と判断しました。次

に、事業計画の概要ですが、敷地内は重機で転圧をかけ、通路部分には砕石を敷き、

再生砕石、残土、コンクリート二次製品等の資材を置く計画です。周辺への被害防除

対策としては、周辺に鋼板を設置し、雨水及び土砂の流出防止対策としては、防護

柵を隣接地の地盤面以下まで貫入させ流出させない計画です。また、周囲には、小

中学校がある関係から、原則として登下校の時間の出入りは避け、止むを得ず使用

する場合はガードマンを設置するとのことでした。次に、近隣農地所有者等に説明を

行ったところ、特に反対意見はなかったということでした。次に、資金計画につきまし

ては、建設費が約６１５万円、用地費が４０００万円であり、全額自己資金で賄う計画

であり、金融機関発行の残高証明書が添付されています。次に、他法令については、

該当がありません。なお、建物は建築しないように指導したところであります。 

次に、３番についてですが、その次の４番と同一転用目的ですので一括して報告

いたします。移転の原因につきましては使用貸借で、転用目的は太陽光発電設備を

設置し、電力会社へ２０年間にわたり売電事業を行うものであります。次に、申請理由

ですが、再生可能エネルギーの対象となる太陽光発電事業を行いたいことから、今

回の申請に至ったというものであります。次に、農地区分ですが、申請地は、流山運

転免許センターの南側に位置し、周辺の市街地に近接する農地であることから、第２

種農地と判断いたしました。次に、利用計画ですが、設置される太陽光発電施設に

つきましては、太陽電池モジュール１，７２０枚を架台に設置するもので、４８０キロワッ

トの出力を得る予定です。次に、隣接農地への被害防除対策として、雨水は、敷地

内処理するとのことです。また、土砂の流出防止として、造成は道路よりも低い高さと

し、１ｍのセットバックを設けるとのことです。なお、土砂を搬入し、施設用地を整地す

る関係から、土砂等の埋立条例に基づく事前協議後、埋立の許可申請がなされてお

ります。次に、資金計画についてですが、設置費及び外構工事費が約１億７千万円

であります。これを、借入金１億６５００万円と、残額は自己資金で賄う計画で、金融機

関からの融資見込証明及び金融機関発行の残高証明書が添付されておりました。次

に、他法令については、発電出力が５０キロワット以上のため、電気主任技術者の選

任や保安規定の届出が必要であります。また、電力の売電に伴う国と電力会社との

協議につきまして、経済産業省関東経済産業局からは設備認定通知書が発行され

ております。また、電力会社とは接続協議がなされております。 
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以上のことから、申請者からのヒアリングや現地調査などによりまして、本案の事業

計画には確実性が見込まれること。また、農地法第５条の許可基準である「立地基準」

や周辺農地への影響、資金力、他法令の許可の見込みなどの「一般基準」、また、他

法との協議の進捗状況などの「転用目的別の基準」に基づき審査を行ったところ、い

ずれも許可基準に適合していると認められたため、全会一致をもってそれぞれ許可

相当という結論に達しました。 

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○高市議長 御苦労さまでした。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

太陽光発電、今非常に流行ってますよね、皆さん質問してくださいよ。 

◆５番（酒巻委員） 電気主任技術者必要なのは何キロワット以上だっけ。 

◎田村次長補佐 電気主任技術者については、５０キロワット以上が必要となります。 

今回の案件につきましては、１番については小さいので、必要なしとなります。 

３番４番につきましては、先ほど委員長報告にありましたように４８０キロワットというこ

とで、必要となりますので、その関係につきましては委託して行うということで業者から

説明がありました。以上です。 

◆５番（酒巻委員） せっかく作るならそのくらい大きいの作ったほうがいいと思って。そ

れぞれの事情はあるんでしょうけれど。 

◆８番（水野委員） ２番の件なんですけど、議案案内図の５ページの地図で見ると今回

の資材置場の周りほとんど専用住宅になってるんですけど、専用住宅のほうから何も

希望とかはないという話でしたけど、本当に大丈夫なのかどうか。 

◎田村次長補佐 今回、専用住宅があるということで、申請者のほうもやっぱりその辺を

心配しておりました。日照とか考慮して、今回、鋼板については３メートルの鋼板という

ことでかなり高いものを資材置場ということで設置する計画ですが、専用住宅に隣接

する場所についてはポリカーボネートという、透過性のあるものを設置しまして、日照

を確保するということで、周辺の方からは了解を得て今回の申請に至ったということで

す。以上です。 

◆１２番（小林委員） ２、３、４に関連して質問なんですが、２番は売買で、土地の取得

が４，５４９ｍ２で、４千万でよろしいんでしょうか。それと、３番４番の賃借料がどのぐら

いですか。 

◎田村次長補佐 議案２番の売買につきましては、先ほど委員長から報告ありましたと

おり、４千万円ということで、平米当たりで８，８００円、坪だと約２９，０００円くらいの金

額になります。 

３番４番につきましては、賃貸借ではなく使用貸借ということで、今回借りるそうで、

特に賃料というのは会社に払わないということです。自分の方でも初め賃貸借かなと
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思って申請者に確認しましたが、使用貸借で行うということで、賃料に関しては発生し

ないということでした。以上です。 

○高市議長 ほかに御質問ございませんか。 

質疑が無いようですので、これより採決をしてよろしいですか。 

何かありますか。 

（なしの声あり） 

○高市議長 議案第１７号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

挙手、全員であります。 

よって議案第１７号については、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

ありがとうございました。 

 

○高市議長 次に、議案第１８号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といた

します。 

事務局より議案の説明を求めます。田村次長補佐。 

◎田村次長補佐 議案書の６ページをお開きください。 

議案第１８号 

農用地利用集積計画の決定について 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による諮問が、次のとおりあったの

で意見を求める。 

平成２６年４月２５日提出 

流山市農業委員会長 高市 正義 

今月の諮問件数は新規によるものが１件と、更新によるものが６件です。 

初めに、新規分からご説明をさせていただきます。 

まず、１番ですが、権利者は、流山市駒木台の方で、職業は農業です。利用権を

設定する土地は、流山市中野久木の田、３筆、面積は、２，５５７㎡で、議案案内図は、

８ページです。利用権の設定期間につきましては、新規により６年間です。 

続きまして、議案書の７ージをご覧ください。 

次の２番から７番までは、更新分となります。まず、２番ですが、権利者は、流山市

大字西深井の方で、職業は農業です。利用権を設定する土地は、流山市西深井の

田、２筆、面積は、８６２㎡で、議案案内図は、９ページです。利用権の設定期間につ

きましては、更新により６年間です。 

次に、３番についてですが、権利者は２番の方と同じ方でございます。利用権を設

定する土地は、流山市西深井の田、１筆、面積は、９９１㎡です。議案案内図につきま

しては、１０ページで、利用権の設定期間につきましては、更新により３年間です。 

次に、４番ですが、権利者は、流山市大字西深井の方で、職業は農業です。利用
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権を設定する土地は、流山市平方の田、２筆、面積は、１，９１４㎡で、議案案内図は、

１１ページです。利用権の設定期間につきましては、更新により３年間です。 

次に、５番ですが、権利者は、流山市三輪野山の方で、職業は農業です。利用権

を設定する土地は、流山市大畔の畑、１筆、面積は、１，５２７㎡で、議案案内図は、１

２ページです。利用権の設定期間につきましては、更新により３年間です。 

続きまして、議案書の８ージをお開きください。 

次に、６番ですが、権利者は、流山市西松ヶ丘の方で、職業は農業です。利用権

を設定する土地は、流山市名都借の畑、２筆、面積は、２５８㎡で、議案案内図は、１

３ページです。利用権の設定期間につきましては、更新により３年間です。 

次に、７番についてですが、権利者は６番の方と同じ方でございます。利用権を設

定する土地は、流山市名都借の畑、２筆、面積は、１，２００㎡です。議案案内図につ

きましては、６番と同じく１３ページで、利用権の設定期間につきましては、更新により

６年間です。 

今月の利用集積計画につきましては、以上の７件です。 

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

続けて、議案書の９ページをご覧いただきたいと思います。 

９ページにありますのは、平成２６年度の農用地利用集積事業の累計表です。この

中には、利用集積の設定目標面積がございます。 

昨年度、２５年度の目標面積につきましては、千葉県が取組んでおります「ワンスリ

ー運動」に合わせまして、各農業委員さん１人当たり、３，０００㎡。本市では委員さん

が１６人いらっしゃいますので、流山市農業委員会に於いては、合計で４８，０００㎡の

新規設定を目標に取り組んでいただきました。 

こうしたことから、本年度、平成２６年度の利用集積設定面積につきましても、県の

「ワンスリー運動」を踏まえまして、昨年度と同様、新規設定目標面積を４８，０００㎡に

設定させていただきたいと思っております。遊休農地の解消、また、農地の有効活用

の推進を図るため、委員の皆様の一層のご尽力を引き続きよろしくお願い申し上げま

す。 

○高市議長 本案について、担当委員長から審議結果について報告を求めます。大作

委員長。 

◎大作委員長 議案第１８号「農用地利用集積計画の決定について」御報告いたしま

す。 

今月の案件は、新規が１件、更新によるものが６件であります。 

最初に新規の１番でございますが、権利者の職業は農業で年齢は５４歳であります。

また、営農状況については、耕作面積が約２．８ヘクタールで、農業従事者は権利者

を含めまして３名であります。現地の状況ですが、耕起済の状態でありました。本件に

ついては、新たに６年間の利用権を設定しようとするものであります。 
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次に、２番からは更新でございますが、２番の権利者の職業は農業で年齢は７２歳

であります。また、営農状況については、耕作面積が約３．６ヘクタールで、農業従事

者は権利者を含めまして３名であります。現地の状況ですが、耕起済みの状態であり

ました。本件については、今年で賃貸借期間が満了となることから、引き続き６年間の

利用権を設定しようとするものであります。 

次に、３番でございますが、権利者は２番の権利者と同じ方です。現地の状況です

が、耕起済みの状態でありました。本件については、今年で賃貸借期間が満了となる

ことから、引き続き３年間の利用権を設定しようとするものであります。 

次に、４番でございますが、権利者の職業は農業で年齢は７６歳であります。また、

営農状況については、耕作面積が約１．４ヘクタールで、農業従事者は権利者を含

めまして３名であります。現地の状況ですが、耕起済みの状態でありました。本件に

ついては、今年で賃貸借期間が満了となることから、引き続き３年間の利用権を設定

しようとするものであります。 

次に、５番でございますが、権利者の職業は農業で年齢は６６歳であります。また、

営農状況については、耕作面積が約３５アールで、農業従事者は権利者を含めまし

て３名であります。現地の状況ですが、ネギなどが作付されておりました。本件につい

ては、今年で賃貸借期間が満了となることから、引き続き３年間の利用権を設定しよう

とするものであります。 

次に、６番でございますが、権利者の職業は農業で年齢は４０歳であります。また、

営農状況については、耕作面積が約１．１ヘクタールで、農業従事者は権利者を含

めまして４名であります。現地の状況ですが、ネギ、ナノハナなどが作付されておりま

した。本件については、今年で賃貸借期間が満了となることから、引き続き３年間の

利用権を設定しようとするものであります。 

次に、７番でございますが、権利者は６番の権利者と同じ方です。現地の状況です

が、ネギ、ナノハナなどが作付されておりました。本件については、今年で賃貸借期

間が満了となることから、引き続き６年間の利用権を設定しようとするものであります。 

以上のことをもとに審議しましたところ、計画要請の内容は、経営面積、従事日数

など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件をいずれも満たしておりま

す。 

よって、本案につきましては、全会一致をもって、それぞれ承認相当という結論に

達しました。 

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○高市議長 御苦労さまでした。 

なお、本案の２番及び３番については、石井委員に関係する案件でありますので、

農業委員会等に関する法律第２４条第１項の規定により、石井委員の退席を願い、審

議いたします。 
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石井委員の退席を求めます。 

（石井委員退席） 

○高市議長 これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○高市議長 質疑なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第１８号のうち、２番及び３番について、原案のとおり承認することに賛成の方

は挙手をお願いします。 

挙手、全員であります。 

よって、議案第１８号のうち、２番及び３番については、原案のとおり承認することに

決定いたしました。ありがとうございました。 

石井委員の除斥を解きます。 

（石井委員入室） 

○高市議長 次に、本案のうち、１番及び４番から７番に対する案件について質疑に入

ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

（なしの声あり） 

○高市議長 質疑なしと認めます。これより採決を行います。 

議案第１８号のうち１番及び４番から７番について、原案のとおり承認することに賛

成の方は挙手をお願いします。 

ありがとうございました。挙手、全員であります。 

よって、議案第１８号のうち１番及び４番から７番については、原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 

 

○高市議長 次に、議案第１９号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願について」を議題といたします。 

議案の説明を求めます。田村次長補佐。 

◎田村次長補佐 議案書の１０ページをお開きください。 

議案第１９号 

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について 

生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関

する規程に基づく証明願を次のとおりとする。 

平成２６年４月２５日提出 

流山市農業委員会長 高市 正義 

初めに１番です。申請者につきましては、流山市十太夫の方です。申請地がありま

した土地は、流山市十太夫にあります畑、4筆、合計面積は３，８１１㎡で、議案案内

図につきましては１４ページです。なお、この申請地は、いずれも土地区画整理事業
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の区域内にある農地となっておりまして、換地後の合計面積としては、２，３２３㎡とす

る仮換地指定が行われております。次に、買取り申出事由の生じた方につきましては、

申請者、本人で、買取り申出事由が生じた日は、平成２６年３月２７日です。 

次に２番です。申請者につきましては、流山市木の方で、申請地がありました土地

は、流山市木にあります田、３筆、と、畑、２筆、合計面積は５筆で、１，６０３㎡です。

議案案内図につきましては１６ページと１７ページでございまして、この申請地につき

ましても、土地区画整理事業の区域内にある農地となっております。次に、買取り申

出事由の生じた方につきましては、申請者本人で、買取り申出事由が生じた日は、

平成２６年３月２７日です。 

今月の「農業の主たる従事者証明願い」につきましては、以上の２件です。御審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 本案について、担当委員長から現地調査及び審議結果について報告を

求めます。大作委員長。 

◎大作委員長 議案第１９号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

について」御報告いたします。 

本案につきましても、現地調査と申請者及び関係者からのヒアリングを行っておりま

す。 

最初に１番でございますが、昨年１１月の総会で審議され、証明されたものですが、

体の無理を押して現地で農業をしていた結果、体の故障に該当していないと判断さ

れ、その結果、買い取り申出が出来なかったとのことです。その後、無理をしていたこ

ともあり、今年の３月２７日に医師から、「変形性腰椎症、第４腰椎圧迫骨折」の病名に

て農業の継続は不可能であると診断され、後継者もいないことから、農業の継続が難

しいため、再度申請がなされたとのことでした。申請地については、新市街地地区一

体型特定土地区画整理事業区域内にあり、仮換地が指定されていました。最後に、

生産緑地の指定が解除された後の土地の利用計画についても聞きましたが、解除後

は何かに活用していかないとならないということで、最終的にはアパート経営を考えて

いるとのことでした。 

次に２番でございますが、今まで申請者お一人で農業を営んできましたが、今年の

３月に医師から「アルコール依存症に伴う末梢神経障害」の病名にて、農作業の従事

はできないと診断され、農業の継続が難しいため、申請がなされたとのことでした。申

請地につきましては、木地区一体型特定土地区画整理事業区域内にありますが、現

在、区画整理の造成工事中でありました。 

以上のことをもとに審議したところ、本案については、主たる従事者が故障前は、ほ

ぼ毎日農業に従事しており、その者が故障したことにより、農業の縮小はやむを得な

いものと認められることから、全会一致をもって、それぞれ証明相当という結論に達し

ました。 
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以上です。よろしく御審議をお願いいたします。 

○高市議長 御苦労さまでした。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 

質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

◆１番（小嶋委員） １番のほうで、申請地は案内図の黒くなったところがそうなんです

か。 

◎田村次長補佐 議案案内図１４ページの申請地についてですけども、豊四季霊園の

反対側で斜線になっている部分が、今回の対象地でございます。以上です。 

◆１５番（石井委員） それぞれの申請者、２人はずっとやってきて、それで病気になっ

てこういう形になったんだからいいんじゃないですか。 

○高市議長 ほかに御質問ございませんか。 

質疑が無いようですので、これより採決を行います。 

議案第１９号について、原案のとおり証明することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

挙手、全員であります。 

よって議案第１９号については、原案のとおり証明することに決定いたしました。あ

りがとうございました。 

 

○高市議長 次に、議案第２０号「農業生産法人報告書の提出について」を議題といた

します。 

議案の説明を求めます。田村次長補佐。 

◎田村次長補佐 議案書の１２ページをご覧ください。 

議案第２０号 

農業生産法人報告書の提出について 

農地法第６条第１項の規定による報告が、次のとおりあったので意見を求める。 

平成２６年４月２５日提出 

流山市農業委員会長 高市 正義 

農業生産法人につきましては、事業年度の終了後３か月以内に、毎年、農業生産

法人報告書を農業委員会に提出しなければならないと規定されておりますことから、

報告書の提出があったものです。 

今回、報告がありました農業生産法人は、流山市深井新田にあります農業生産法

人で、報告のありました事業年度は、平成２５年１月１日から平成２５年１２月３１日まで

の１年間です。 

委員の皆様には、お手元に配布させていただきました資料のうち、左上に、様式例

第5号の3と書いてあります「農業生産法人要件確認書」をご覧いただきたいと思いま

す。この資料につきましては、法人から提出された報告書を基に「農業生産法人要件
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確認書」を作成しておりまして、平成２３年から今年の報告分を含め、３カ年間の事業

内容が比較できるものとなっております。資料の表の右側に、「平成２６年３月３日」と

書かれている欄が、今回、報告のあった箇所となっておりますので、この欄を縦にご

覧ください。 

初めに、経営面積につきましては、田畑合わせまして面積は２２，６５０㎡でござい

ます。次に、「法人形態」、また、次の「事業の種類」につきましては、記載の通りでご

ざいまして、昨年と同様の内容となっております。次に、売上高についてですが、今

回の農業に関する売り上げの報告額といたしましては、９，５０６，２６０円となっており

ます。また、次の、構成員数、また、その次の業務執行役員数につきましても、記載の

通りでございまして、昨年と同様の内容となっております。 

最後になりましたが、議案案内図につきましては、１８ページと１９ページでございま

す。 

ご説明につきましては以上です。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 本案について、担当委員長から審議結果について報告を求めます。大作

委員長。 

◎大作委員長 議案第２０号「農業生産法人報告書の提出について」御報告いたしま

す。 

本案につきましては、農地法第６条第１項の規定により、農業生産法人は、毎年、

事業の状況その他を農業委員会に報告しなければならない、とされているところでご

ざいます。 

そこで、農業委員会はその報告に基づき、農業生産法人がその要件を満たさなく

なる恐れがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告す

ることができる、とされているということでございます。 

農業生産法人の要件といたしましては、法人形態要件、事業要件、構成員要件、

議決権要件、業務執行権要件があり、各要件についての適否を点検するものであり

ます。 

この要件は、設立の時に満たされるだけではなく、設立後も各要件が満たされてい

ることが必要で、農業生産法人は、農地の権利を取得した後も、この要件に適合して

いることを確保するため、各事業年度の終了後３か月以内に、事業の状況等を農業

委員会に報告することが義務づけられているということでございます。 

このため、本案について配布資料の農業生産法人要件確認書に基づき審査を行

ったところ、いずれの要件にも適合していることを確認したため、承認するという結論

に達しました。 

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○高市議長 御苦労さまでした。 

これより、本案に対する質疑に入ります。 
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質疑をお持ちの方は、挙手をお願いいたします。 

ございませんか。だいぶ揉めた案件ですけど。 

◆８番（水野委員） 結局ふれあい広場はどうなったんですか。 

◎田村次長補佐 その案件につきましては、皆様のお手元のほうに流農委第４１３号平

成２６年３月２７日付で、農業委員会長名で市長の方に利用集積計画の答申というこ

とで出した文書の方が入っているかと思います。 

内容につきましてはそこの記載のとおりで、『１．農用地利用集積計画に基づき、農

地として利用するよう指導し、体験農園事業を継続する方向で改善させること。２．

「ふれあいの場」については、撤去するよう指導すること。指導に当たっては、改善計

画を提出させるとともに、「ふれあいの場」を今後３年以内に解消させること。』として、

市長に答申しております。 

この市長への答申を受けて、市の農政課に於いては市長まで決裁をとり、市長の

了解を得ているということを聞いております。以上です。 

○高市議長 いつ頃までにそれできるの。答申書出して出しっぱなしじゃしょうがないよ。

大体、目鼻付けてもらわないと。１ヶ月か２ヶ月かわからないけども。今までの３倍もや

ってたんだからきつくやらないと駄目だよ。そのままにしといたら農業委員会が軽く見

られてしまいますよ。委員の皆さんだって結局そういうことになるんだから。 

◆１５番（石井委員） 今日来るときに見たところ、一部撤去されてます。 

○高市議長 市の方からもその辺こっちにも連絡あるだろうからね。 

◆１０番（大作委員） 今回は特別なケースだと思うんですけども、農業委員会の会長か

ら市長に答申をしておりますけども、通常の場合は個人に照会とか公文書を出すんじ

ゃないでしょうか。今回は特別なんでしょうか。この辺は公費が投入されているからと

いうことでしょうか。 

◎田村次長補佐 今回の案件につきましては、市の農政課を通じて農用地利用集積計

画の承認申請ということで、市長名で利用集積がいいかどうかということで書類が来て

ますので、それに対する答申という形です。諮問されて、それに対する答申という形

で、農業委員会長名で市長に対して出したという経緯でございます。 

◆５番（酒巻委員） ここに改善計画を提出させるって書いてありますが、いつ頃までに

提出させるんでしょうか。 

◎福留局長 この農用地利用集積計画の答申ということは、今まで条件を付けたことは

ありませんでした。諮問に対して通常の形の答申ということでした。 

今回は、前回の総会のときに皆様方で御議論いただいて、その意向をこちらの記

以下の１、２に取りまとめさせていただきました。こういう農業委員会が条件を付けて、

答申するというのは初めてなことだそうです。 

そういう意味からも、市長、副市長のほうで、それなりに重く受け止めて、対応して

いただけるのではないかと思っております。 

時期については、これは３月２７日に答申したばかりですので、対応できる時期とい
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うのは、今のところわかっておりません。以上です。 

○高市議長 よろしいですか。 

◆５番（酒巻委員） はい。 

○高市議長 もう少々お待ちください。ほかに御質問ございませんか。 

質問が無いようですので、これより採決を行います。 

議案第２０号について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

挙手、多数であります。 

よって議案第２０号については、原案のとおり承認することに決定いたしました。あ

りがとうございました。 

 

○高市議長 次に、報告第９号「専決処理の報告について」報告を求めます。田村次長

補佐。 

◎田村次長補佐 議案書の１３ページをご覧ください。 

報告第９号 

専決処理の報告について 

流山市農業委員会事務局規定第７条第１項の規定により、次のとおり専決処理し

たので、同条第２項の規定により報告する。 

平成２６年４月２５日報告 

流山市農業委員会長 高市 正義 

初めに、１番の農地法第４条第１項第７号の規定による届出です。今月のご報告は

８件で、内容につきましては、いずれも記載のとおりです。添付書類も含め完備して

おりましたので、事務局長専決により、書類を受理いたしました。次に、転用目的別の

内訳につきましては、住宅用地が６件、住宅用地・駐車場が１件、専用用地・事務所

が１件でした。今月の４条届出の合計は、以上、８件、１１筆、６，１３６㎡。地目別の内

訳では、田１筆、１９５㎡、畑１０筆、５，９４１㎡でした。 

次に、議案書の１５ページをご覧ください。 

２番、農地法第５条第１項第６号の規定による届出です。今月のご報告は８３件で、

内容につきましては、いずれも記載のとおりです。添付書類も含め完備しておりました

ので、事務局長専決により、書類を受理いたしました。次に、移転の原因別内訳につ

きましては、売買が８１件、賃貸借が１件、使用貸借が１件でした。また、転用目的別

では、住宅用地が８２件、店舗が１件でした。今月の５条届出の合計は、以上、８３件、

９５筆、２４，８７４．５２㎡、地目別の内訳では、田が１８筆、７，２３４㎡、畑が７７筆、１７，

６４０．５２㎡でした。 

本件のご報告は、以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○高市議長 ただいま報告がありましたが、御質問、御意見がございましたら承ります。 
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（なしの声あり） 

○高市議長 特にないようですので、次に進みます。 

 

○高市議長 以上をもって、本日の定例総会に付議されました案件は、すべて議了い

たしました。 

これをもって、平成２６年第４回流山市農業委員会総会を終了いたします。 

慎重審議をいただきありがとうございました。 

△閉会 午後４時１５分 

 

この議事録は、真正であることを認めて署名する。 

平成２６年４月２５日 

 

 流山市農業委員会長   高市 正義       

 

 流山市農業委員会委員   中村 敏則       

 

 流山市農業委員会委員   大作 榮        


